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期
限
は
２
月
２
日
㈪
で
す

償
却
資
産
の
申
告
を

　

償
却
資
産
と
は
、
事
業
の
た
め
に

使
う
こ
と
の
で
き
る
、
土
地
・
家
屋

以
外
の
資
産
で
、
そ
の
減
価
償
却
費

が
、
法
人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
で

定
め
る
所
得
の
計
算
上
、
損
金
ま
た

は
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
資
産

（
こ
れ
に
類
す
る
資
産
で
、
法
人
税

ま
た
は
所
得
税
を
課
税
さ
れ
て
い

な
い
人
が
所
有
す
る
資
産
を
含
む
）

で
す
（
左
の
表
参
照
）。
償
却
資
産
は
、

土
地
や
家
屋
と
同
じ
よ
う
に
固
定

資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

貸
し
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
、

こ
の
よ
う
な
事
業
用
資
産
を
市
内

に
所
有
し
て
い
る
人
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
の
、
そ
の
償
却
資
産
の
所

在
地
、
種
類
、
数
量
、
取
得
時
期
、

取
得
価
額
、
耐
用
年
数
な
ど
を
申
告

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
告
期
限

は
、
平
成
21
年
２
月
２
日
㈪
で
す
。

耐
用
年
数
表
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　

平
成
20
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
、
耐
用
年
数
省
令
の
見
直
し
が
行

わ
れ
、
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年

数
表
が
大
き
く
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
、
機
械
お
よ
び
装
置
に
つ
い
て

は
、
全
面
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
彦
根
市
か
ら
送
付

す
る
償
却
資
産
申
告
書
に
同
封
し

て
い
る
「
平
成
21
年
度
償
却
資
産
申

告
に
お
け
る
耐
用
年
数
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
資
産
税

係

30-

６
１
３
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番

県
税
や
市
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　

皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
県

税
や
市
税
は
、
福
祉
や
教
育
な
ど
、

住
民
の
皆
さ
ん
の
身
近
な
行
政
サ
ー

ビ
ス
に
使
わ
れ
る
財
源
で
す
。

　

県
と
各
市
町
で
は
、
12
月
を
「
滞

納
整
理
強
化
月
間
」
と
し
て
、
事
情

な
く
滞
納
し
て
い
る
人
に
対
し
て
、

一
斉
に
重
点
的
な
滞
納
整
理
を
行
い

ま
す
。
も
し
、
納
税
さ
れ
て
い
な
い

と
、
財
産
（
給
与
・
預
金
な
ど
）
を

調
査
し
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
納
め
忘
れ
が
な
い
か
、
も

う
一
度
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
税
：

納
税
課 

22-

９
３
７
９
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

３
０
５
２
番
、
県
税
：

湖

東
地
域
振
興
局
税
務
課
納
税
担
当

27-

２
２
０
５
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

３
３
９
１
番

福
祉
有
償
運
送
の

登
録
に
か
か
る
申
請
に
つ
い
て

　

道
路
運
送
法
に
基
づ
き
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
な
ど
が
、
営
利
を
目
的
と
し
な

い
範
囲
で
、
外
出
時
に
支
援
が
必
要

な
人
（
要
介
護
認
定
者
や
、身
体
障
害
者
な

ど
）
を
、車
を
使
っ
て
、
有
償
で
移
送

で
き
ま
す
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
（
福
祉

有
償
運
送
）
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、

道
路
運
送
法
に
基
づ
き
、
運
輸
支
局

へ
の
登
録
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
登
録
に
は
、
そ
の
地
域
の

福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議
会
の
合

意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

福
祉
有
償
運
送
の
サ
ー
ビ
ス
を

行
お
う
と
す
る
団
体
は
、
期
日
ま
で

に
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

申
請
期
限　

12
月
26
日
㈮　

午
後

５
時
15
分

※
今
回
の
申
請
分
は
、
平
成
21
年
１

月
下
旬
〜
２
月
上
旬
に
開
催
予

定
の
運
営
協
議
会
で
審
査
さ
れ

ま
す
。

必
要
書
類　

必
要
書
類
、
様
式
な

ど
、
詳
し
く
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

書
類
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

彦
根

市
福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議
会

事
務
局（

障
害
福
祉
課
内
）

27-

９
９
８
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７

６
７
番

国
民
年
金
保
険
料
は
、

全
額
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
に
な
り
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
年
末
調
整

や
確
定
申
告
な
ど
の
所
得
申
告
の

と
き
、
納
付
し
た
保
険
料
の
全
額

が
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

平
成
20
年
分
の
所
得
か
ら
控
除

さ
れ
る
の
は
、
１
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
で

す
。
過
去
に
納
め
忘
れ
の
あ
っ
た
保

険
料
や
、
家
族
の
人
の
保
険
料
を
納

付
し
た
場
合
も
、
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
に
な
り
ま
す
。
納
め
忘
れ
が

な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
一
定
の

所
得
が
あ
り
な
が
ら
、
度
重
な
る

納
付
催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
納

付
が
な
い
人
を
対
象
に
、
国
税
徴

収
法
に
よ
る
督
促
お
よ
び
滞
納

処
分(

財
産
の
差
押
え)

を
行
っ
て
い

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
社
会
保
険

事
務
所
国
民
年
金
業
務
課

23-

１
１
１
４
番

雪
の
季
節
で
す

除
雪
作
業
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

 

彦
根
市
は
、
冬
季
の
交
通
を
確
保

す
る
た
め
、
12
月
１
日
か
ら
翌
年

の
３
月
20
日
ま
で
の
間
、
幹
線
道

路
を
中
心
に
除
雪
を
行
っ
て
い
ま

す
。
深
夜
か
ら
早
朝
に
か
け
て
凍

結
防
止
や
除
雪
作
業
を
行
い
、
交

通
確
保
に
努
め
て
い
ま
す
が
、
作

業
の
妨
げ
と
な
る
路
上
駐
車
な
ど

が
な
い
よ
う
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
行
政
の
力
だ
け

で
は
、
全
て
の
路
線
を
短
時
間
に

除
雪
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

幹
線
道
路
以
外
の
集
落
内
道
路
や

通
学
路
・
歩
道
な
ど
は
、
自
治
会

や
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
、
地
域
が
互
い
に

協
力
し
あ
っ
て
除
雪
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先　

道
路
河
川
課

30-

６
１
２
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

第
５
回
外
国
籍
市
民
施
策
懇
談
会

　
「
外
国
籍
市
民
施
策
懇
談
会
」
は
、

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域

社
会
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
外
国
籍
市

民
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に

つ
い
て
話
し
合
う
場
で
す
。
第
５
回

会
議
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

日
時　

12
月
13
日
㈯　

午
前
９
時
30

分
〜
同
1 1
時
30
分

場
所　

市
民
会
館
２
階
会
議
室

※
今
回
は
、
教
育
分
野
を
中
心
に
話

し
合
う
予
定
で
す
。

※
会
議
は
自
由
に
傍
聴
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
こ
れ
ま
で
の
会
議
の
経
過
な
ど

に
つ
い
て
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
民
交
流
課

30-

６
１
１
３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番

食
品
表
示
の
お
知
ら
せ

　

近
畿
農
政
局
滋
賀
農
政
事
務
所

で
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に
基
づ
く
食
品
表

示
制
度
の
説
明
会
へ
の
講
師
派
遣

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
食
品
表

示
の
情
報
提
供
や
、
問
い
合
わ
せ
を

受
け
付
け
る
「
食
品
表
示
１
１
０

番
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

滋
賀
農
政
事
務

所
地
域
第
二
課

０
７
４
９

-

52-

５
８
９
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０

７
４
９-

52-

８
２
１
２
番


